
               

                   

 

台風第２１号被害に関する要望について 

 

平成３０年９月４日の台風第２１号により、本市にも甚大な被害が発生していることから、 

一日も早い災害復旧・復興に加え、市民の生活環境を取り戻すことができるよう、市長から 

県選出国会議員及び関係省庁に対して要望を行いました。 

（１）日  程  平成３０年９月１１日（火） 

（２）要望内容  台風第２１号による被害に対する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

担 当 課 政策調整課 

担 当 者 松尾 

電    話 （073）435－1013 

内  線 ２４６０ 

資 料 提 供 

平成３０年９月１１日 

門博文 衆議院議員 

総務省 自治財政局 多田審議官 

【県選出国会議員への要望の様子】 

【関係省庁への要望の様子】 

国土交通省 水管理・国土保全局 塚原局長 国土交通省 住宅局 石田局長 

岸本周平 衆議院議員 


